
仕事で得た経験を
中小企業支援に活かしてみませんか？

～関東経済産業局マネジメントメンター制度と新現役交流会～

「マネジメントメンター」とは・・・
豊富な実務経験・専門知識・人的ネットワーク等を活かし、中小企業の支援を通じて
その活性化に貢献するため、関東経済産業局のマネジメントメンターデータベースに
ご登録いただいた企業ＯＢ（新現役）。

1.  企業等を退職した者。または近く退職を予定している者（概ね１年以内に退職することを想
定。なお、新現役交流会参加時点では退職している必要があります。）

2.  中小企業の限られた経営資源の実態を十分に理解し、中小企業の課題解決に真摯に向き
合い、自己利益より中小企業支援の観点を重視するボランティア精神のある者

3.  新現役交流会の趣旨を理解し、開催機関の指示に従い、関係者と協調して中小企業支援に
取り組むことができる者

4.  １つの専門分野で通算してほぼ１０年程度の経験があり、実務支援能力が十分に
発揮できる者

5.  登録時点の年齢が５０歳以上の者
6.  支援実施に際し、健康上の支障がない者 7. 反社会的勢力でない者

マネジメントメンター登録要件

ご登録いただくと、「新現役交流会」へ参加申込みができます。

• 中小企業が抱える様々な課題を解決
するため、地域の支援機関が関東経
済産業局と連携して開催する、中小
企業と経験豊富なマネジメントメン
ターの出会いの場。

• 本制度は雇用を前提としたマッチン
グ機会の提供を行うものではありま
せんのでご注意下さい。

開催機関

プライバシーポリシーを
必ず読み、承諾の上
登録申請

HPからダウンロードした登録申請書・暴力団排除に関する
誓約書に必要事項を記載の上、本人確認書類と併せて
bzl-kanto-mm@meti.go.jp宛にメールで送信
※誓約書と本人確認書類は郵送可能

プライバシー
ポリシーの承諾1

「登録申請書」、「暴力団排除に関する誓約
書」、「本人確認書類」の送付

2 ３ 登録完了

マネジメントメンター登録手続きの流れ

内容を審査し、2週間程
度で登録の可否につい
てメールにて連絡

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/jinzai/management_mentor.html



中小企業の課題の一例

【お問合せ】
「マネジメントメンター登録制度・新現役交流会」について

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/jinzai/management_mentor.html

関東経済産業局 地域経済部 産業人材政策課
TEL 048-600-0358

新現役の研修により、社員のスキル
アップと新製品開発

Ｔ社は、小型金属部品の切削加工の下請企業。受注減少
のため、自社製品の開発を検討開始したが、製品開発の
ノウハウがなく、製品開発が滞っていた。大手メーカーで製
品開発・知財部門で勤務していた新現役が交流会を経て
支援を開始。マーケティング手法、製品開発の考え方を伝
授するなど支援。

社員のスキル向上と、自社製品の開発に繋がった。

新現役の人脈を活かした営業支援で
売り上げアップ

旅行代理店ＯＢの新現役による老舗割烹の支援。新現役
が、プレゼンテーション能力向上に係る社員教育とともに、
現役時代の人脈を活かした旅行代理店へのピンポイント営
業支援を実施。観光バスが立ち寄り、観光客が増加。その
後、メニュー作りも支援。

売り上げの増加とともに、営業スキル向上に繋がった。

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/jinzai/management_mentor.html
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